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会計基準Digest 
会計基準を巡る動向  2014年11月号 
 

会計基準Digestは、日本基準、修正国際基準、IFRS及び米国基準の主な動向についての

概要を記載したものです。 

1. 日本基準 

■法令等の改正 

会社法の改正に伴う会社更生法施行令及び会社法施行規則等

の改正案の意見募集（平成26年11月25日 法務省） 

平成26年6月20日に成立し同月27日に公布された「会社法の一

部を改正する法律」等の施行に伴い、また、企業結合に関する会

計基準の改正等を踏まえ、会社更生法施行令及び会社法施行

規則、会社計算規則その他の法務省令の改正案の意見募集が

開始された。 

本改正案には、会社法の改正に伴い、改正会社法で新たに設け

られる監査等委員会設置会社に係る規定の整備、社外取締役等

に関する株主総会等参考書類、事業報告等に係る規律の改正、

子会社等及び親会社等に係る規定の新設、多重代表訴訟等に

係る規定の整備、内部統制システムの整備に係る規定の改正、

特別支配株主の株式等売渡請求に係る規定の整備、「社外役員」

等の定義規定の改正、ウェブ開示事項の拡大等が盛り込まれて

いる。 

意見募集期間は平成26年12月25日までである。 

本改正案は改正法の施行日から施行される予定である。

なお、改正法の施行日は平成27年5月1日を予定している

ことが、本意見募集において明らかにされている。 

 

■会計基準等の公表（企業会計基準委員会（ASBJ）、日

本公認会計士協会（JICPA）） 

【最終基準】 

(1) 「会計制度委員会報告第15号『特別目的会社を活用した不動

産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針』の改正

について」等の公表（平成26年11月4日 JICPA） 

本改正は、所要の見直しの一環として、現行の関連法令との整

合性を図る軽微な字句修正をしたことに加えて、リスク負担割合

に関する経過措置規定の削除と不動産流動化取引の更新時の

適用及び会計処理の明確化を行うものである。 

本改正の概要は以下のとおりである。 

 リスク負担割合に関する経過措置の削除 

平成13年3月31日までに行われた不動産流動化取引の譲渡

時及び更新時について、リスク負担割合を「おおむね5％の

範囲内」を「10％の範囲内」と読み替えて適用することを認め

る経過措置が、削除されている。 

 不動産流動化取引の更新時の適用及び会計処理の明確化 

特別目的会社が発行する証券等の期限到来に伴う更新（リ

ファイナンス）時においては、更新（リファイナンス）時の適正

な価額に基づいてリスク負担割合を算定し、リスクと経済価

値のほとんど全てが移転していると認められない場合には、

更新（リファイナンス）時に適正な価額によって買戻しが行わ

れたものとして処理する。 

ただし、その更新（リファイナンス）が、譲渡人の当初のリスク

負担の金額（＝当初流動化時に本実務指針に基づきリスク

負担割合を算定した際のリスク負担の金額）の増加を伴わな

いものである場合には、当初の会計処理（改正前のリスク負

担割合を10％の範囲内とする経過措置を適用した場合の処

理を含む）を見直す必要はないとされている。 

平成27年4月1日以後開始する事業年度から適用される。 

 

【あずさ監査法人の関連資料】 

 会計・監査ニュースフラッシュ（2014年11月11日発行） 

 

(2) 「会計制度委員会報告等の改正（字句・体裁修正等内容の変

更を伴わない修正）について」等の公表（平成26年11月4日及び

11月28日 JICPA） 

本改正は、現在適用されている一連の会計制度委員会報告等に 

【あずさ監査法人の関連資料】 

 会計・監査ニュースフラッシュ（2014年12月2日発行） 

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080119&Mode=0
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/15_2.html
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-jgaas-news-flash/Pages/jgaap-news-flash-2014-11-04.aspx
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/main/1214_2.html
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-jgaas-news-flash/Pages/jgaas-news-flash-2014-11-25.aspx
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ついて棚卸が行われた結果、会計制度委員会報告等について

字句修正等の見直しが行われたものである。なお、本改正は、現

行の関連法令との整合性を図る修正、字句・体裁修正等であり、

現行の取扱いを変更するものではないものとされている。  

本改正は、公表日から適用される。 

 

【あずさ監査法人の関連資料】 

 会計・監査ニュースフラッシュ（2014年12月1日発行） 

 

【公開草案】 

「リース手法を活用した先端設備等投資支援スキームにおける借

手の会計処理等に関する実務上の取扱い（案）」の公表（平成26

年11月21日 ASBJ） 

本公開草案では、平成26年6月30日付 実務対応報告第31号

「リース手法を活用した先端設備等投資支援スキームにおける借

手の会計処理等に関する実務上の取扱い」において別途定める

こととされていた契約変更時の借手の会計上の取扱いについて、

明確化が図られている。 

本公開草案の概要は以下のとおりである。 

 ファイナンス・リース取引かどうかの再判定 

再判定にあたっては、契約変更時に、契約変更後の条件に

基づいて当初のリース取引開始日に遡って判定を行う。現在

価値基準を適用する場合において現在価値の算定のために

用いる割引率は、契約変更後の条件に基づいて当初のリー

ス取引開始日における貸手の計算利子率を知り得る場合は

その利率とし、知り得ない場合は、契約変更後の条件に基づ

いて当初のリース取引開始日における借手の追加借入に適

用されていたであろうと合理的に見積られる利率とする。 

 オペレーティング・リース取引からファイナンス・リース取引へ

の変更 

再判定の結果、オペレーティング・リース取引からファイナン

ス・リース取引となるリース取引については、契約変更日より

通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。 

 その他のリース取引に係る現行の取扱いへの影響 

本公開草案に定めるリース契約の変更の取扱いは、本ス

キームに基づくリース取引にのみ適用されるものであり、そ

の他のリース取引に係る現行の取扱いに影響を与えるもの

ではない。 

コメントの締切りは平成27年1月21日である。 

改正実務対応報告は、公表日以後適用することが提案さ

れている。 

 

 

■会計基準等の公表（企業会計基準委員会（ASBJ）） 

【最終基準】 

該当なし 

【公開草案】 

該当なし 

2014年11月21日、IFRSのエンドースメントに関する作業部会（以

下「作業部会」という。）は、修正国際基準の検討を再開した。第

18回の作業部会では、2014年7月に公表された修正国際基準の

公開草案に寄せられたコメントへの対応を検討した。今後の作業

部会でも引き続き、寄せられたコメントへの対応の検討が行われ

る予定である。 

 

修正国際基準についての詳細な情報、過去情報は 

あずさ監査法人のウェブサイト（修正国際基準）へ 

 

3. IFRS 

■会計基準等の公表（国際会計基準審議会（IASB）、IFRS

解釈指針委員会） 

【最終基準】 

該当なし 

【公開草案】 

公開草案「株式に基づく報酬取引の分類及び測定（IFRS第2号の

改訂案）」の公表（2014年11月25日 IASB） 

本公開草案は、以下の3つの論点に関するIFRS第2号の限定的

な改訂を提案している。 

 権利確定条件を含む現金決済型の株式に基づく報酬取引の

測定 

 源泉徴収税を控除して決済される株式に基づく報酬 

 現金決済型から持分決済型への分類変更となる株式に基づ

く報酬取引 

適用時期は、寄せられたコメントを踏まえて決定する予定

である。適用方法は、将来に向かって適用することが提案

されている。ただし、必要な情報が入手可能な場合は、遡

【あずさ監査法人の関連資料】 

 会計・監査ニュースフラッシュ（2014年11月26日発行） 

日本基準についての詳細な情報、過去情報は 

あずさ監査法人のウェブサイト（日本基準）へ 

2. 修正国際基準 

http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-jgaas-news-flash/Pages/jgaap-news-flash-2014-12-01.aspx
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/exposure_draft/lease2015/
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/endorsement/minutes/20141121.shtml
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/endorsement/minutes/20141121.shtml
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/endorsement/exposure_drafts/index.shtml
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/endorsement/exposure_drafts/comments_20140731.shtml
http://www.kpmg.com/jp/ja/topics/jmis/Pages/default.aspx
http://www.ifrs.org/Alerts/Publication/Pages/IASB-publishes-Exposure-Draft-proposing-amendments-to-IFRS-2-Share-based-Payment-November-2014.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-jgaas-news-flash/Pages/jgaap-news-flash-2014-11-21.aspx
http://www.kpmg.com/jp/ja/topics/j-gaap/Pages/default.aspx
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及適用を認めることが提案されている。コメントの締切りは

2015年3月25日である。 

 

【あずさ監査法人の関連資料】 

 IFRSニュースフラッシュ（2014年11月28日発行）（日本語） 

 

■我が国の任意適用制度に関する諸法令等（金融庁） 

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定

する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件等の一

部改正」（平成26年11月14日 金融庁） 

金融庁は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する

規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定す

る件（平成21年金融庁告示第69号）」を一部改正した。 

これにより、IASBが平成26年1月1日から6月30日までに公表した

IFRS第14号「規制繰延勘定」及びIFRS第15号「顧客との契約から

生じる収益」を含む国際会計基準が、新たに指定国際会計基準

に含まれた。また、指定国際会計基準に含まれる基準の名称等

に一部変更が加えられた。 

本改正は、平成26年11月14日付で官報掲載され、同日か

ら適用されている。 

【あずさ監査法人の関連資料】 

 会計・監査ニュースフラッシュ（2014年11月17日発行）（日本語） 

 

IFRSについての詳細な情報、過去情報は 

あずさ監査法人のウェブサイト（IFRS）へ 

 

4. 米国基準 

■会計基準等の公表（米国財務会計基準審議会（FASB）） 

【最終基準（会計基準更新書（Accounting Standards Update; 

ASU））】 

EITFのコンセンサスに基づく2つのASUを公表 

FASBは、発生問題専門委員会（Emerging Issues Task Force; 

EITF）のコンセンサスに基づく、以下の2つのASUを公表した。 

 ASU第2014-16号「デリバティブ及びヘッジ（Topic 815）：株式の

形式で発行された混合金融商品に含まれる主契約が負債と資

本のいずれにより類似しているかの判断」（2014年11月3日 

FASB） 

本ASUは、株式の形式で発行された混合金融商品の主契約

が負債と資本のいずれにより類似しているかを判定する際に、

区分処理するか否かが評価される組込デリバティブを含めた

混合金融商品全体の経済的な特性及びリスクを考慮するこ

とにより、主契約の性質を判断することを企業に義務付ける

ものである。 

本ASUは、公開企業に対しては2015年12月16日以降開始

する会計年度及びその会計年度の期中会計期間から適用

される。早期適用は、期中会計期間を含め認められる。 

 ASU第2014-17号「企業結合（Topic 805)：プッシュダウン会計」）

（2014年11月18日 FASB） 

本ASUは、被取得企業に対し、支配の変更を生じさせる事象

（change-in-control event）が発生した場合に、個別財務諸

表上でプッシュダウン会計を適用することを認めるものであ

る。被取得企業は、支配の変更が生じる個々の事象ごとに

プッシュダウン会計を適用するか否かを選択し、支配の変更

が生じる報告期間にプッシュダウン会計を適用することがで

きるようになる。 

本ASUは、2014年11月18日以後に発生した支配の変更を

生じさせる事象に対し、適用される。 

  

【公開草案（会計基準更新書案（ASU案））】 

該当なし 

 

■その他の動向 

米国財務会計基準諮問委員会（FASAC）メンバーの選任（2014年

11月21日 FAF） 

FASBの監督機関である米国財務会計財団（FAF）の評議員会は

2014年11月21日、米国財務会計基準諮問委員会（FASAC）に新た

に7名のメンバーを任命した。FASACは、FASBに対し、戦略上の

問題、プロジェクトの優先順位及び会計基準設定に影響を及ぼす

その他の問題について助言を行うことを目的としている。 

作成者代表の一人として、ソニー株式会社の子会社である米国

ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント社のSean Miller氏が選出

されている。 

 

米国基準についての詳細な情報、過去情報は 

あずさ監査法人のウェブサイト（米国基準）へ 

 

【あずさ監査法人の関連資料】 

 Defining Issues 14-44（日本語） 

http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-news-flash/Pages/ifrs-news-flash-2014-11-26.aspx
http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20141114-1.html
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-jgaas-news-flash/Pages/jgaap-news-flash-2014-11-17.aspx
http://www.kpmg.com/jp/ja/topics/ifrs/pages/default.aspx
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176164505494
http://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176164564812&acceptedDisclaimer=true
http://www.accountingfoundation.org/cs/ContentServer?c=FAFContent_C&pagename=Foundation%2FFAFContent_C%2FFAFNewsPage&cid=1176164582989
http://www.kpmg.com/jp/ja/topics/us-gaap/Pages/default.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/defining-issues/Pages/defining-issues-14-44.aspx


4 

 

 
 
 
 

 

 

 

各基準についてのより詳細な情報、過去情報は、あずさ監査

法人のウェブサイトをご確認ください。 

 あずさ監査法人トップページ（Link） 

 日本基準（Link） 

 修正国際基準（Link） 

 IFRS（Link） 

 米国基準（Link） 

編集・発行  

有限責任 あずさ監査法人 

azsa-accounting@jp.kpmg.com 

ここに記載されている情報はあくまで一般的なものであり、特定の個人や組織が置かれている状況に対

応するものではありません。私たちは、的確な情報をタイムリーに提供するよう努めておりますが、情報
を受け取られた時点及びそれ以降においての正確さは保証の限りではありません。何らかの行動を取

られる場合は、ここにある情報のみを根拠とせず、プロフェッショナルが特定の状況を綿密に調査した上
で提案する適切なアドバイスをもとにご判断ください。 
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■ KPMG会計・監査AtoZアプリのご紹介 

あずさ監査法人が提供する会計情報アプリ「KPMG会計・監査AtoZ」では、いつでも・どこで

も日本基準、修正国際基準、IFRS、そして米国基準に関する会計・監査情報を閲覧できる

ほか、動画による解説コンテンツを視聴することができます。 

【最近公開した主な動画解説コンテンツ】 

 オンライン解説 2014年10月IASB会議速報 

 オンライン基礎講座（日本基準） 企業結合 

 オンライン基礎講座（IFRS） 減損 

https://www.kpmg.com/jp/ja/services/audit/pages/default.aspx
http://www.kpmg.com/jp/ja/topics/j-gaap/Pages/default.aspx
http://www.kpmg.com/jp/ja/topics/jmis/Pages/default.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/topics/ifrs/Pages/default.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/topics/us-gaap/Pages/default.aspx
https://www.kpmg.com/jp/ja/Pages/kpmg-atoz-app.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/iasb-meeting-flash/Pages/iasb-update-141117.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/article/jgaap-basic-lecture/Pages/business-combination-20141104.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/article/ifrs-basic-lecture/Pages/impairment-20141119.aspx
https://itunes.apple.com/jp/app/kpmg/id900464843?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kpmg.atoz
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